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１９９０年代から未だに続く不況から完全に脱却できない多くの日本企業が存在してい

る。現在、日本企業は安い人件費で爆発的な経済成長を遂げつつある中国の脅威を身

近に感じている。また、エネルギー資源が乏しくそのほとんどを海外からの輸入に依

存している日本は、ここ数年の急激な原油価格の高騰といった不安定な経済環境のも

とでグローバルな競争を生き抜かなくてはならない。

現在、日本は海外だけではなく国内にも大きな問題を抱えている。それは先進国の

なかでもっとも低い水準にある出生率（合計特殊出生率１．２９％、２００４年）により引き

起こされている少子化問題であり、また、それに呼応し急速な高齢化も日本国内では

進んでいる。日本の出生率は、第２次大戦前の１９２５年には５．１１であったが、その後は

減少し、第１次ベビーブームの４７年から４９年の４．５４、７１年から７４年までの第２次ベ

ビーブームの増加を除き、現在に至るまで、出生率は下がり続けている。また、高齢

化が急速に進んだ背景として、出生率の低下以外に医療の質の向上により日本人の平

均寿命が大幅に伸びたこと、伝染病などが流行ることがなくなったことなどによる粗

死亡率の低下が大きく影響している（１）。

日本は上記にあげた少子高齢化の影響により、２００５年の６８７０万人をピークに、その

後減少していく労働人口をいかに保持していくかという大きな問題がある。特にここ

数年、企業の中核をなしてきた団塊の世代が次々と退職していくなか、２５年までに労

働者の数が６２６０万人に減少し、６００万人の労働者が不足するといった推計が出ている（２）。

IT技術の急速な発展、それに伴うパソコンや OA機器の発達が目覚ましいとはいえ、

これほどの労働者の不足をこれらの技術や機器だけで補えるはずがない。では、どの

ように不足分の労働者を確保していくか、これは日本企業がますます激しさを増して

いるグローバルな競争で生き残るために切実な問題である。

この労働人口減少の問題を解決するための方法として、現在、海外からの移民を活

用する方法が議論されているが、四方を海に囲まれた島国であり、移民をこれまでほ

とんど受け入れて来なかった日本においてこれを埋めることは非常に難しい。また、
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今後移民を積極的に受け入れていくという姿勢を企業や各経済団体、日本政府が打ち

出したとしても、今まで移民をほとんど受け入れてこなかった歴史や文化面での違い、

移民を受け入れる社会的、政治的体制が十分に整えられるかなどを考えるとなかなか

移民で不足の労働を補うことは難しい。また、フランスで起きた移民２世、３世の若

者の暴動は、移民を受け入れることがいかに困難かを示している。

それよりも、今まであまり企業で活用されていなかった女性や高齢者の労働を検討

する方が遥かに現実的であり、日本政府も女性のための労働政策を多数施行すること

によってこれらの活動を後押ししている。例えば、女性の労働参加を活発にさせる目

的で日本政府は１９８５年に男女雇用機会均等法を施行した。さらに、９９年には改正男女

雇用機会均等法をあらたに施行し、より女性の労働参加への環境を整えるべく男女共

同参画社会を目指し新しい法律も施行した（３）。

日本はこうした法律を制定し、女性の労働を活発にしようという試みが行われ、少

しずつ変化し始めているが、これは１９７０年代のアメリカ合衆国における女性の労働参

加の状況と似ている。しかし、アメリカの場合は日本の場合と違い、労働力の不足を

女性の労働力で補うという目的ではなく、女性の権利をえるための活動として労働へ

の参加という意識が高かった。実際、女性が労働参加への権利をえて、企業へ就職し

ても、思うような女性の活用はアメリカでも進んでいなかったことも事実である。

この問題を徹底的に調査したのが、ハーバード・ビジネス・スクール教授のロザベ

ス・モス・カンターであった。カンターは１９７７年に出版した『企業のなかの男と女

―女性が増えれば職場が変わる―』（４）で７０年代の企業内部で女性がどのような立場に

いたのかを詳細に浮き彫りにした。

この研究をもとに現在の日本の企業を見てみると、７０年代のアメリカ企業と類似す

る点が多く見られる。そこで、どのような問題が７０年代のアメリカ企業に存在してい

たのか、これは今後の日本企業の女性労働をさらに活用しようとする場合の打開策と

なると思われる。

他方、２１世紀の日本は少子高齢化やますます増える団塊世代の大量退職による労働

力不足を解消するため日本経済団体連合会や経済同友会でもさまざまな提言がなされ

ており、女性労働力への関心が近年徐々に高まりを見せている。そして、各企業は女

性の企業内活動をより活発にしようと、さまざまなダイバーシティ・プログラム（Di-

versity Program：多様性）（５）や CSR（Corporation Social Responsibility企業の社会

的責任の略、以下 CSR）（６）などで女性の活躍の場を広げるための運動を始めている。

この論文では日本における女性労働の活用問題を１９７０年代に経験しているアメリカ

合衆国の女性の労働活用状況についてカンターの研究をもとに考察し、また、現在の

日本の各企業がどのような形で女性の労働力活用を勧めていこうとしているのかを考

察したい。

このような動機から、研究をはじめたのであるが、Ⅰにおいて、カンターの研究よ
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り１９７０年代のアメリカ合衆国の女性の労働活用への問題点を考察していく。そして、

Ⅱにおいては日本企業のなかでも特にダイバーシティ・プログラムをいち早く導入し

た外資系の日本 IBM社、P&G社が女性の労働活用に多くの成果を生み出しつつあ

る。他社に先駆けて日本でダイバーシティ・プログラムを取り入れたこの２社は評価

されているため今回の研究で取り上げた。

また、CSRでの女性活用を積極的に行っている資生堂は社会的に高い評価を受け

ており、２００５年８月２２日号の日経ビジネスの「２００５年 CSR力総合ランキング」（７）では

３１位にランキングされている。そして、女性が進出していない産業においても、こう

した取り組みは少しずつ浸透している。その代表として日本有数の自動車会社の日産

自動車（同上 CSRランキング１０位）と男性主体の総合電気メーカーの松下電器（同

上 CSRランキング８位）で行われている CSR活動を考察していくこととする。

Ⅰ １９７０年代のアメリカ合衆国における女性の労働活用状況

１９７０年代のアメリカ合衆国は女性の労働への参加を後押しするための法整備がもっ

とも盛んな時期であった。例えば、これは女性労働の権利を認める大きな一歩であり、

また、女性の企業への進出を活性化させることになった。しかし、実際、企業に進出

した女性が置かれた立場はそれまでと同じで、依然として男性主体でさまざまなこと

が決められていくことに変わりはなかった。

１９７０年代のアメリカ合衆国において、女性は労働参加の分野でかなりの法的権利を

えることができた。これは６０年代より続く、「ウーマン・リブ」活動が大きく影響し

たためである。６３年に政府は「均等給与法」を制定し、同種の仕事を行う男性と女性

の賃金格差を是正した。そして、７１年には政府が「アファーマティブ・アクション

（Affirmative Action積極的差別是正措置）」（８）の対象範囲を人種あるいは少数派民族

だけでなく、女性へ範囲を拡大するとともに女性のビジネスへの進出に大きく貢献し

たと考えられる。

このように、さまざまな法的権利を手に入れることにより女性のビジネスへの進出

が活発になった背景として１９７０年代頃に大学で高等教育を受けた女性の９割近くが就

職するようになったことがあげられる。

しかし、実際の企業のなかでは経営のトップや管理職などの要職につける女性はま

だまだ遥かに少なく、事務職やタイピストなど以前からの特定の職場に大量の女性が

雇用されているだけで全く状況は変わらなかった。

こうして、１９７０年代を通じて女性は「均等給与法」や「アファーマティブ・アクショ

ン」などの法を手に入れることが出来たが、男女の賃金格差、女性の男性職種への参

入は一向に改善されることはなかった。これは現在でも通じる問題であり、女性は男

性に比べ賃金が低く、男性の職種に参入することが難しいことが明らかとなっている。
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１９７０年代のアメリカ合衆国で女性がえた労働のためのさまざまな法的権利やそれに

ともなう女性の労働参加への一般的な状況であったが、実際の企業内部で女性の労働

活用はどのように行われていたのであろうか。

カンターによれば、アメリカ企業の内部で女性自身がより個々のもつ力を発揮でき

る環境になかったという（９）。それは企業を内部で支える「管理者（Manager）」の男

性の数が圧倒的に多かったためであり、また、企業で力を発揮するためのさまざまな

「昇格機会（Opportunity）」、「権力（Power）」が女性にはなかった。実際の企業で

は「管理職」の数だけでなく、特定の職場（事務職やタイピスト）以外に女性労働者

はほとんどいなかった。そのため、女性にとって十分な力を発揮しえる環境に、企業

自体がなっていないとカンターは述べている。

例えば、当時の管理者像はみな外見が非常に似かよったものだった。それは、白人

男性であり、明るく、身だしなみが整っていることが前提であった。管理者は、自分

との外見の違いだけで他の人々を自分と同じ職につける人として受け入れることはな

く、その他の自分と異なる点についても同様であった。そして、男性管理者たちは社

会的な同調性を重視し、自分と同じような社会的背景をもつ部下を好み、昇進を手助

けしていく組織が出来上がった（１０）。

また、管理者の仕事の大半はコミュニケーションが重要で、コミュニケーションが

とり難い人々はそれだけで敬遠される傾向にあった。そのため、企業内における女性

は「男性の管理者」からは自分とは異質な扱いにくい人物というレッテルが貼られて

しまい、黒人や少数派民族と同様「部外者」としての扱いをうけるようになった（１１）。

管理者が部下に類似性を求めることや「部外者」に対して排他的な管理者集団に

なっていったその理由は、社会的他者を排除した内部組織の発達、自分と類似した社

会的な背景をもつ仲間への権限移譲、無限の忠誠心の要請、同調性の重視、自分たち

と社会的な類似性のない人々とのコミュニケーションの不安を抱えず、より楽にコ

ミュニケーションをはかる方法を選ぶことで、刻々と状況が変化している経営管理業

務をより円滑に進めるため男性主体の均質的なグループ化が行われたと考えられる（１２）。

さらに、拡大した経営管理業務が閉ざされた集団のなかで行なわれるようになった

のは、管理者たちがコミュニケーション重視の状況への対応策として、自分と類似し

た人々だけの閉鎖的な管理者集団を形成することがもっとも効率的、かつよりよい方

法であると考えたからである。

次に企業の「昇格機会」であるが、この機会とは人々が次の職務に異動することを

示し、管理職、経営トップになるために他の人々よりも多くの職務経験をしなければ

ならなかった。しかも、企業内部での成功は数多く異動を経験することを意味してお

り、異動せず同じ職を長く続けることや１つの職務でよい成果を上げたとしても、そ

れでは他の人々に認められない。すなわち、肩書きの変更、昇格をしなければ、企業

内部で注目されることがなく、社内での成功を掴むことができない。
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この昇格のために必要な機会も現実に女性にはほとんど与えられず、限られた男性

に集中的に与えられた。しかし、昇格機会を与えられない人は男性、女性という性別

に関係なく、やる気を失い、仕事に対する責務感も会社への忠誠心も低下していくと

いうのであった（１３）。

このような現代の組織における大きな課題は、不遇の立場の人々に対してより多く

の昇格機会を与えることと同時に、機会に恵まれている者が異動を求めることを改め、

異動以外の報奨や価値を設定することで、組織設計を通して実現することである。カ

ンターによれば、異動以外に報奨をえることではなく、従来通りの序列の層を増やす

ことでより多くの昇格機会を作り出そうとするのは結果的に問題を複雑にするだけで、

問題解決の糸口にはならない。それよりも、カンターは組織構造を根本的に見直すこ

とがより効果的であると主張している（１４）。

次は企業内部の「権力（Power）」の問題である。本書のなかで仕事をやり遂げ、

資源を動員し、自分の目標達成のために必要なものを手に入れることができることを

「権力」とカンターは定義付けている（１５）。この権力をえるためには同盟・スポン

サー・仲間・部下などの人的資源が必要不可欠となる。しかし、女性はこれらの有用

な人的資源（圧倒的に男性で構成されているため）をえられないため、組織内で昇進

するために必要な権力をえることがなかなかできない。そして、権力を持てない場合、

男性であれ、女性であれ性別に関係なく人は無能化していく（１６）。

企業内部で権力をえられるか、前述した昇格機会の有無などにより、人々のやる気

や企業への忠誠心は性別に関わりなく大幅に変わる。しかし、女性の企業に対する忠

誠心が男性よりも低いと思われていた背景は、多くの女性が権力や昇格機会を与えら

れないため、やる気がなく忠誠心が低いとみなされたからである。

最後の問題は企業における「女性の数（Numbers）」であるが、カンターは企業内

における少数派、すなわち、全女性を代表する役割を果している人々を「トークン」

と名付け、多数派を「ドミナント」という概念を使っている（１７）。ドミナントは企業の

大多数を占めている男性のことを指している。

１９７０年代のアメリカ企業は管理職やトップ層のほとんどを男性で占めていた。女性

は事務職やタイピストなどで大量に雇われていたが、それ以外の男性優位の職場では

ほとんど採用されていなかった。そのため、男性優位の職場に女性が登用された場合、

トークンとみなされ、仕事で力を発揮することは難しかった。また、女性が管理職に

就く場合は、重要ではない飾り的な部門のみであった。

カンターはこれまで見てきたさまざまな問題点から組織の構造を抜本的に変化させ

る必要性を感じていた。女性が企業内部で男性と対等な地位をえるためには、それま

での男性主体の組織構造を打ち壊し、組織の全員にとってよりよい組織構造を模索す

る必要がある（１８）。それは女性や少数派民族への企業内部での昇格機会の均等、実務権

力の構造、男女の構成数を変革しなければならない。
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まず、昇格機会の問題であるが、ある特定の個人だけを昇進させるのではなく、異

動性の低い部門を全体的に底上げする必要があり、部門間の格差を是正する必要があ

る。そして、新しい組織において昇進することが成功であるという定義を他のもので

置き換えることが重要となる。例えば、よりよい仕事を遂行し、周りの人々から賞賛

され、人々から認められることが昇進より重要と一般的に認識されることである。

カンターによると昇進の機会が高められる組織というのは、より活気に満ち溢れ、

仕事への情熱が伝わる組織である（１９）。そうした組織では仕事への無関心や仕事からの

離脱をする人間が少なくなり、革新的な組織改革が進めやすくなり、女性や少数派民

族の受ける不利益を平等にしていこうという機運が高まる組織になるというのである。

次に企業内での権力であるが、女性や少数派民族といった権力のない人々に権力を

与えるように権力構造を変革するのはとても大変なことである。なぜなら、権力構造

を維持することで利益をえている人々が権力を手中に収めているためである。しかし、

女性問題をそのままにしておいてはいつまでたっても権力構造へアクセスすることす

らままならない。そのため、少しずつでも女性に権力構造へ近づく方法を提供するこ

と、それは主にコミュニケーションを充実させることにある。女性が企業内部で権力

構造へアクセスするための重要な情報をえる機会がないことは前述したとおりであり、

このような方法で女性の企業内情報を多くしていくことが必要である（２０）。

最後に女性の数であるが、少数派の女性を「トークン」とみなす現状を打破するた

め、カンターはそれ相応の女性を組織内に入れる必要があると述べている。具体的に

組織内部でどれだけの女性がいる場合、トークンとして扱われることがなくなるかと

いう明確な数値はない（２１）。そのために、女性の数を積極的に多くすることが必要とカ

ンターは結論付けた。また、各部門に少数の女性を配置することは女性をトークンと

してしまう要因とし、必ず２人以上の女性を同じ部門に入れる必要があると述べてい

る。

カンターは１９７０年代の企業内部の女性労働の問題点を以上のように述べている。そ

れまでの男性主体で進められていた女性の労働活用の問題を打開するためには女性ば

かりでなく、男性をも巻き込んだ抜本的な組織の意識改革がもっとも重要な課題であ

ることを明らかにした。組織の意識改革は簡単に変えられないため、長い時間と人々

の意識を変えることが望まれる。

また、カンターは女性の数を増やすことを重要な課題と位置づけたが、ただ闇雲に

女性の数を増やすだけでは意味がないと思われる。企業内部で経営管理能力を備えた

女性が抜擢される必要がある。その能力とはいったい何であるのか、その能力を判定

する基準は明確なのか、それらを総合的に考慮し、よりよい女性を選抜することが重

要だと思われる。

カンターの研究により、１９７０年代の女性が企業内部でどのような状況におかれてい

たのかを考えて来た。これは現在の日本企業の女性がおかれている立場と類似してい
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る。Ⅱではこういった問題を打開しようと女性の労働活用を積極的に推し進めている

日本企業に焦点を当てることにする。

Ⅱ 日本企業における女性の労働活用の取り組み

これまで、カンターの研究から１９７０年代のアメリカ合衆国での女性労働活用の状況

を考察してきた。これらは現在の日本企業の女性が置かれている状況と非常に類似し

いている。そのため、これらの問題を打開することが今後の日本における女性労働活

用への道を明らかにするものと思われる。これからは、実際、日本企業がどのように

女性の労働力を活用しているのかを検証していくこととする。

今回取り上げた企業はダイバーシティ・プログラム、CSRなどで積極的に女性労

働の活用の幅を広げようとしており、その姿勢を高く評価されている企業である。ま

ず、いち早くダイバーシティ・プログラムを導入した日本 IBM社の事例を検証し、

同じく定評のある P&G社、CSRで女性活用の評価が高い資生堂、次に男性主体で

ある日産自動車の女性労働活用、そして、最後に松下電器で行われている CSR活動

について考察していくこととする。

日本 IBM社は１９９３年に導入したダイバーシティ・プログラムに先駆けて、育児と

仕事の両立を促進するため８７年からホーム・ターミナル制度を導入している。その後、

それが徐々に発展していき、９７年にはモバイル・オフィス制度を導入してきた。これ

は在宅勤務を可能するものであり、優秀な女性労働力を活用しようとするものである。

日本 IBMが１９９３年に本格的に導入したダイバーシティ・プログラムは９２年の IBM

本社の歴史的な赤字の脱却ための戦略の一環であった。本来、IBM本社は１９５３年に

制定した雇用の機会均等を謳う人事方針（２２）があった。今回はそれをさらに強力にし、

推進していくことにより経営を素早く立て直すことに成功したため、日本 IBMでも、

ダイバーシティ・プログラムを積極的に導入するに至る。

そして、１９９８年にはダイバーシティ・プログラムの一環として女性社員のさらなる

活用を目的とし、社長の諮問機関である Japan Women’s Council（JWC）を設立

した。この JWCの提言により、育児・介護ホーム・オフィス制度を設置し、２０００年

には e－ワーク制度を導入するに至った。これらの制度以外にも日本 IBMでは他社

に先駆け、ダイバーシティへの取り組みとして JWC（０２年度、男女２４名で構成）に

おいて女性社員比率と管理職の比率を高めるため、具体的な数値目標を上げ実際に活

動を行なってきた（２３）。その結果、０２年度に女性社員の比率は１６％（３％上昇）になり、

管理職の人数も発足当時の３倍になるなど少しずつ成果が現われている（２４）。また、日

本 IBMでは人事評価の際に、外部の顧客からの評価を入れるなど、客観的な評価を

行なうよう努力している。

P&G社は日本 IBM社と同様に、かなり早い時期からダイバーシティを積極的に
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経営に取り入れている。同社では１９９２年より性別や国籍の違いに関わらず、多様な個

人がいかんなく力を発揮できる組織を作り上げるため、ダイバーシティに取り組んで

いる。

P&Gの考える組織におけるダイバーシティ活用の意義は、第１に消費者にすぐれ

たサービスを提供することができる組織である。すなわち、多様な人材が組織にいる

ことによって、これからますます多様化し変化していく市場や顧客のニーズをより多

くの面から理解することが可能になる。そして、この多様な個人が協同することに

よって、それまでの固定観念にとらわれることのない新しい革新的な考えが生まれる

組織を作り出すことができる。第２に社員が仕事に対して充実感をもち、最大のモチ

ベーションで能力を発揮できるようになる。第３にダイバーシティにより男性、女性

といった性別を考えない組織を構築するため、より優れた人材を獲得し、育成してい

くことができるという（２５）。

また、全世界的にダイバーシティの推進を経営戦略の一環としている P&Gだが、

日本の P&Gにおけるダイバーシティの位置づけは、男性・女性という性別の関係な

いさらなる人材の活用、現地採用の人材の活用という部分に重点がおかれ、ダイバー

シティの活用を社内だけでなく、地域の人々へも広める活動を積極的に展開している。

主に P&Gの本社が置かれている兵庫県において、ダイバーシティを取り入れること

によるメリットを人々に広めようと地元で講演会を行ったり、ダイバーシティの冊子

を作り配布したりしながらダイバーシティへの関心を高め、人々に理解してもらうた

めの活動を積極的に行っている。

資生堂は化粧品会社ということもあり社員の約７割が女性であり、また顧客の９割

が女性という、非常に女性との密接な関係を持っている企業である。そのため、必然

的に女性を労働力として活用しようとする意欲が高い傾向にある。

資生堂では２０００年から男女共同参画のために「ポジティブ・アクション５つの目

標」を定め、「ジェンダーフリー委員会」（０１年～０３年）を設置することにより、男性

女性といった性別に関わりなく、個人の能力を十分発揮できるような企業風土作りを

行っている。また、女性のキャリア形成、マネジメント知識の向上、管理職への道を

示すための女性管理職候補者育成プログラムなどを継続して実施した。その結果、女

性管理職比率は従来の５．３％（００年）から１０．４％（０４年）にまで上昇した。そして、

０５年から０６年はさらに組織の活力を高め、成果をあげ続けるための組織風土を作り出

すために、若手および女性の経営参加の加速と社員のワーク・ライフ・バランス（２６）の

実現という２つの目標を掲げた。そして、資生堂はそれを実現するため４つの重点課

題（２７）を設定し、その課題をクリアーするために２０項目のアクションプランに挑戦して

いる。

また、資生堂で特に重要視されていることは先述の「ワーク・ライフ・バランスの

実現」という考え方である。資生堂ではワーク・ライフ・バランスを実現することで
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効率のよい仕事をするためのゆとりが生まれ、また、仕事以外の生活を充実させるこ

とにより、仕事ではえられない経験や人との関係を築くことができると考えている。

多種多様な考え方を持つ社員が集まり一つの仕事を成し遂げることで、新しい価値や

商品サービスを提供することができる。つまり、資生堂という企業価値を生み出す重

要な人材を育てることにもつながるため、重要な概念である。

そして、資生堂は男女共同参画活動の一環として社員の働き方の見直しを検討し、

実施している。それは組織をより活性化するために、ジョブ・チャレンジ制度と FA

制度（２８）の２つの公募制度を導入することにより、社員の能力を十分に発揮できる組織

に変えることである。

そのほかに働く女性の出産・育児の支援をする制度として、育児休業者支援プログ

ラム「wiwiw（ウィウィ）」や資生堂独自のプログラム（２９）がある。wiwiwは育児休業

者の育児生活の充実を図り、職場復帰へ向けたスキル・アップをサポートするための

インターネット・プログラムである。このシステムは資生堂だけでなく、ほかの企業

へも販売し、現在２００５年４月現在で８３社に導入されているプログラムである。また、

出産・育児を支援する資生堂独自のプログラムは人材の活性化、女性の活動の円滑化

と社会的責任を果たすために重要なプログラムであると位置づけられている。

現在、日産自動車は１６０カ国以上という多くの国々からさまざまな個性を持った社

員を採用している。また、日本の日産ではダイバーシティのなかでも性差、特に女性

の労働問題を早急に解決すべく取り組みを始めている。日産は女性の割合を増やし、

そしてより高い教育を行い、最終的に意思決定に参加できるような環境を作り上げよ

うとしている。同社がこれほど女性を重視するのは、日本市場で自動車購入の決定権

の６０％に女性が関与しているからである（３０）。そのため、女性顧客のニーズを理解し、

より魅力的な商品・サービスを提供するための経営戦略の１つが女性の活用である。

こうした取り組みが日産では始まっているが、自動車や輸送用機器産業における女

性の管理職の割合は全国の平均値２．８％（２００３年度）よりも低く、１％未満である。

日産においては女性管理職の割合は業界平均値よりも高いが、１．６％（０４年）にすぎ

ない。ほかの国々の日産と比較してみても、もっとも低い数値であることが判明し

た（３１）。そのため、２００７年度末までに日産の管理職に占める女性の割合を０４年の１．６％

から５％にまで引き上げることを目標とした。

また、日産はダイバーシティをより強力にバックアップするための方法として、女

性のキャリア開発やワーク・ライフ・バランスの推進、ダイバーシティ・マインドの

定着にも力を入れている（３２）。

松下電器における多様性への対応は、日産自動車と類似した課題に取り組むためで

あった。松下電器では国内で、女性躍進本部を中心にして、多様性あふれるさまざま

な価値観を認識していこうという風土の醸成に積極的に取り組んでいる。これは前述

の日産のように商品開発と結びつけて女性の活用を促していこうとしている。特に白
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物家電の分野では使用する女性の感性に訴える商品開発が求められており、商品の企

画、デザインなどに女性社員を登用することにより洗濯機、電子レンジ等でヒット商

品を生み出すことに成功している。

また、松下電器は仕事に積極的に取り組む女性を支援するため、関西に拠点をおく

２１社が結集したネットワーク「関西ウーマンズ・ネットワーキング・ソサエティ」（３３）

を設立し、帝人、ダイキン工業などと並んで幹事企業として名を連ねている。この

ネットワークでは複数の企業が合同でビジネス・リーダーの講演会などを開催するこ

とで、社内に不足しがちな要素を見つけるチャンスとなっている。また、幹事企業が

実際に行っている女性活躍推進のノウハウを参加企業に提供し、その取り組みを幅広

く促す効果も期待できる。

結 論

これまで、日本における少子高齢化社会の到来により予想される若年者の労働力不

足、また、優秀な人材を雇用することの難しさ、団塊世代の大量退職などによる当面

の労働力不足を回避するための方法として女性の労働力活用について、日本よりも進

んでいるアメリカ合衆国での女性労働活用の事例をカンターの研究をもとに考察し、

また、日本の各企業が取り組んでいる経営戦略の両面から考察してきた。日本の各企

業もこの問題について、ようやく真剣に取り組むようになっているがなかなか進んで

いないのが実情である。

最初に１９７０年代におけるアメリカ合衆国の女性の労働状況をカンターの研究から考

察してきた。７０年代のアメリカにおいてもさまざまな法的権利をえたにもかかわらず、

女性の労働活用はほとんど進んでいないのが現状であった。これはまさに現在の日本

企業が直面している問題とも一致する。

カンターはそれらの問題がどこにあるのかを実際の企業を研究することで明確にし

た。カンターの研究によれば男性の「管理者」は自分と似た部下、コミュニケーショ

ンがとりやすい部下を選ぶ傾向にあるため、女性が選ばれることはほとんどなかった。

女性がより高い地位へと昇進するために必要な「機会」、「権力」などは男性に握られ

ており、女性自身が手にすることはほとんどなかった。そして、圧倒的に男性の「数」

が多い状況で、女性は少数派（トークン）として、管理職などに抜てきされても、あ

くまで象徴的な役割しか与えられなかった。すなわち、カンターはこうした組織的な

変革をともなう大きな問題は女性には簡単に変えようのないものであり、女性だけで

なく男性も一体となって組織変革を行なわなければ改善しないと主張する。このよう

な状況は現在の日本とよく似ている。

ここであらたに考えたいことは女性の「数」の問題で、多くの女性を企業の管理職、

その他の男性主体の部門のなかに定着させることをカンターは目標としたが、それだ
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けでは不十分だと考えられる。内部に定着させる女性は誰でもよいわけではなく、組

織の役割を果たせる能力を持った女性でなければならないと思われる。そうでなけれ

ば、ただ企業が女性の数を増やしたということに過ぎず、何の解決にもならない。組

織を管理するだけの能力を秘めた女性を企業が選別できるか、その能力とは何かを明

確にすることが重要だと考えられる。

次に日本の各企業が取り組んでいる女性労働活用について考察してきた。日本でも

取り分けこの取り組みが早かったのは、ダイバーシティ・プログラムを率先して導入

した外資系の日本 IBM社と P&G社であった。その他、今回取り上げた資生堂、松

下電器、日産自動車は CSRの一環として女性労働活用に力を入れていた。

まず、女性の労働活用のために様々な努力をしている日本 IBMであるが、まだ課

題も残されている。それはトップ層に女性の活用が進んでいない実態である。女性社

員や女性管理職の比率は確実に高まっているが、最終的な意思決定機関に女性が登用

されていない。

次の P&G社は全社員における女性の割合は６２％とかなり高めであるが、総合職の

割合は３２％と急激に落ち込んでしまう。また、課長クラスの女性の割合は２６％、部長

クラスになると２３％とさらに落ち込んでしまう。

多様な制度のある資生堂だが、問題は残されている。それは女性の管理職比率がお

よそ１割という少なさである。従業員、顧客ともに圧倒的に女性が多い資生堂でも、

女性の管理職はほとんどいない。また、トップ層にも女性は２人と極めて少ない。管

理職、トップ層とさらなる女性登用が進まなければ、資生堂の取り組みも半減してし

まうと考えられる。

多様性を日産自動車の新たな強みとして捉え、企業と市場とをつなぐ重要な概念で

あると考えている日産は、この多様性をしっかりと活用することを全社的な取り組み

と位置づけた。しかし、日産の内部で多様性についてはまだまだ改善の余地が残され

ている。そこで、日産は２００４年１０月に「ダイバーシティ・ディベロップメント・オ

フィス」を設置し、ダイバーシティを積極的に活かすための組織作りを率先的に行う

ための部署とした。

松下電器は女性の管理職の登用をかなり進めている。これは女性の経営参加への加

速を意味しており、これまで男性が圧倒的に優位な職場として存在していた総合電気

メーカーにおいて画期的な取り組みだといえる。ダイバーシティを取り入れることに

よって、自立した個人が個性や創造性を発揮することで、会社の更なる発展につなが

る活力ある風土の醸成を目指している。

これまで研究してきた２１世紀の日本企業は１９７０年代にカンターが指摘していた「女

性の数の問題」を最優先の課題としていた。企業内部の女性の数を増やすことは数値

目標を掲げるなどしてかなり積極的に進めてきた結果、女性の従業員数は着実に増え

ていた。しかし、女性の管理職への登用、さらにその上の経営トップ層への登用と
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いった男性と競争関係になる分野はほとんど進んでいないのが現状である。これはダ

イバーシティ・プログラムを早くから進めた外資系の日本 IBMや P&Gにおいても

同じであった。これは現在の日本企業でも女性の数を増やすことだけに主眼が置かれ

ていることを示している。

やはり今の日本企業で求められていることは、女性の数を増やすことではなく、能

力のある女性の登用である。女性の能力を十分発揮できる部門に女性の管理職をつけ

ることにより、さらなる日本企業の女性活用が進むと思われる。それは仕事の責任が

ない飾りの管理職ではなく、責任の重い部門の管理職に女性の登用が進んでいくこと

により、女性の仕事に対するモチベーションは高くなり、企業への貢献度、忠誠心が

向上し、企業にとってもより良い相乗効果がえられる。そのため、ただ、女性の数を

増やすことが重要ではなく、女性の能力を発揮できる分野で活躍させることが何より

大切だろう。そして、最終的に企業のトップの意思決定権を女性が持てるか否かとい

うことが重要である。

また、女性の活躍の場を提供することと同様に重要なことは女性の企業内部での能

力を測定する方法を明確にする必要がある。能力を測定する基準があいまいであれば、

女性だけでなく、男性にも企業に対する不信感が募ってしまう。しかし、能力の測定

方法が明確であるならば、例え女性が重要な役職に就いたとしても、周りからも受け

入れられ、しっかりと役割を果たすことができるだろう。

それから、もう１つ日本企業がさらに力を入れなければならない問題は、育児を

行っている女性に対する企業側の支援体制の強化である。現在、日本はまだ、性別役

割分担の意識があるため、女性に育児を押し付ける傾向がある。今回取り上げた企業

の多くがその点をワーク・ライフ・バランスの一環として重点を置いていた。これは

女性だけでなく男性も同じように育児を行うための支援を広げなければならない。そ

の問題を打開するために、企業側も女性だけでなく男性にも育児休暇を拡大するなど

して、男性女性両方が育児を行える制度をもっと普及させなければならない。また、

企業に託児所を併設するなどして、働く女性が安心して仕事に打ち込める環境づくり

を今後も進めることが重要である。

このように、日本政府や各企業がそれぞれに女性の労働力を活用するための方針を

次々に打ち出してきているが、肝心の女性が結婚を機に仕事をやめてしまうという傾

向がある。せっかく、女性の労働力を積極的に活用しようとよりよい政策や経営戦略

が練られたとしても、結婚して会社を辞められてしまってはこれまで、それぞれの企

業が行ってきた教育が無駄になる。換言すれば、企業側も女性が入社してから１人前

に働けるようになるまで、相当な教育費をかけていることを忘れてはならない。せっ

かく１人前に働ける状態になり、これから仕事での戦力になりうるという時に、結婚

退職されては、女性を雇用するよりも男性の方がいいと考えるのは理解できないこと

ではない。
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このことは女性自身の意識改革も大変重要な問題を示している。日本人のなかで

「男が外で働き、女性は家を守る」という性別役割分担意識が薄まらないと女性の労

働活用を進めることは難しい。しかも、これまでのように女性だけに結婚後の子育て

を任せるという社会的な慣習を変えていかなくては、女性が結婚後に企業を退職して

いく数を減らせない。子供が幼いうちは少しでも家庭に男性、女性のどちらかがいな

ければならない。これらを企業側でもさらに受け止めるだけの条件を整える必要があ

り、また、一度退職しても、改めて企業に返り咲けるような制度も必要だと思う。

結婚後の育児は女性だけの仕事ではなく、家族全員で取り組まなければならない問

題である。今後は、子供を教育していく課程のなかで男性も女性も共に働く社会を目

指すことを明確にする必要がある。そうすれば、「男性が外で働き、女性が家を守る」

という古くからの固定観念を払拭できるのではないかと考えられる。

こういった意識改革を女性が出来るか否か、また、これから日本企業の経営戦略に

おいて女性の労働活用がどのように進んでいくのか、今後の研究課題としたい。

（１）内閣府経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper「日本の出生率低下の要因分析：実証

研究のサーベイと政策的含意の検討」２００４年４月号より参照。

http : //www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis100/e_dis094.html

（２）経済同友会 経済同友会提言・意見書「個人の生活視点から少子化問題を考える－世代別価

値観を踏まえた少子化対策提言－」２００５年３月１０日より参照。

http : //www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2004/050310a.html

（３）鹿野政直著『現代日本女性史―フェミニズムを軸として―』有斐閣２００４年。労務安全情報セ

ンター改正男女雇用機会均等法の解説。

http : //www.campus.ne.jp/～labor/houki/h11−4kintouhou.html。内閣府男女共同参画局

http : //www.gender.go.jp/より参照。

男女雇用機会均等法（正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女

性労働者の福祉の増進に関する法律」）：国連がメキシコで第１回世界女性会議を開いた１９７５

年を「国際女性年」、８５年までを「国連女性の１０年」とし、女性差別撤廃、男女平等への歩み

を積極的に進めてきた。７９年に「女性差別撤廃条約」が採択され、日本は、５年以内に法的

整備を行わなければならなくなった。この条約を批准するために、就労女性への差別の撤廃

は達成されなければならない要件であった。そのために誕生したのが男女雇用機会均等法で

あり、７２番目の締約国として日本はこの条約を批准した経緯がある。８５年に制定された男女

雇用機会均等法では日本ではじめての雇用における性差別を包括的に規制する立法となった

が、募集・採用・配置・昇進など広範囲にわたり男性と女性の均等待遇は、各事業者の努力

義務という点に留まった。企業側はこうした均等法をすり抜け、総合職を男性、女性両方、

一般職を女性のみとするコース別雇用制度を採用するに至った。また、苦情に対する申し立

てに対処するための調停委員会が設置されていたにも関わらず、企業の同意がなければ調停

に入れなかった。この調停委員会の機能は殆ど作用することはなかった。それでも、この男

女雇用機会均等法は女性の働き方に一助を投じたといえる。それは雇用側が条文を意識せざ

るをえなくなり、それまでの女性を労働から排除することを前提としていた企業が方向を転

換し、女性の能力の活用を考え始めたからである。そういった意味では女性労働活用に少し
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は貢献したといえる。

改正男女雇用機会均等法（正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律」）：１９９９年、それまでの男女雇用機会均等法から改正男女雇用機会均等法

が制定されたが、今回の法改正は募集・採用、配置・昇進について女性に対する差別を禁止

した。紛争の当事者の一方からの申請により調停ができるようにする。勧告に従わない法違

反企業に対する企業名公表制度の創設等の改正を行うことにより、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保を確固たるものとすることを目指すとともに、女性労働者に対

する特別の就業援助等の規定を削除している。このように、法律の中心的内容が、雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図ることに変わることから、法律の題名も、

平成１１年４月から、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福

祉の増進に関する法律」から「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律」に変わっている。働く女性が性により差別されることなく、充実した職業生活を

営むことができるようにするためには、募集・採用という職業生活の入口において男女の均

等な機会が確保されることが、大変重要な課題である。働く女性が性により差別されること

なく、その能力を十分に発揮して充実した職業生活を送ることができるようにするためには、

企業の制度や方針において、均等法に基づき、男女の均等な取扱いを確保することに加えて、

男女労働者の間に事実上生じている差に着目し、このような差の解消を目指して女性の能力

発揮の促進について企業が積極的かつ自主的に取り組むことが望ましい。

男女共同参画社会基本法：日本政府が１９８５年の男女雇用機会均等法から９９年の改正男女雇

用機会均等法を定めたが、それでも女性の労働力を活用するには十分な成果をあげて来られ

なかった。そこで、政府は新たな政策として男女共同参画社会基本法を施行した。この法律

を制定した背景には日本が基本的な人間の能力がどこまで伸びたかを示すHDIでは１６２ヶ国

中９位だが、政治及び経済への女性の参画の程度を示す GEMでは６４ヶ国中３１位と低位で、

日本は基本的な人間の能力の開発及び女性の能力の開発は進んでいるものの、女性が能力を

発揮する機会は十分でないという結果が出た。そのため、政府は平成１１年６月２３日に、「男女

共同参画社会基本法」を公布・施行し、基本法において、男女共同参画社会をつくっていく

ための５本の柱（基本理念）を掲げた。男女参画社会を作るための５本の柱とは①男女の人

権の尊重、男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、ひとりの人間として能

力を発揮できる機会を確保していくこと。②男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や

慣行の在り方を考えていくこと。③政策等の立案及び決定へ男女が、社会の対等なパートナー

として、方針の決定に参画すること。④家庭生活における活動と他の活動の両立を男性、女

性双方が協力することにより可能にすること。⑤国際的協調男女共同参画社会づくりのため

に、他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいくことである。

（４）Rosabeth Moss Kanter,“Men and Women of the Corporation”BASIC BOOKS 1977『企

業のなかの男と女―女性が増えれば職場が変わる―』高井葉子訳、生産性出版、１９９５年。

（５）ダイバーシティ（Diversity：多様性）：すなわち、多様性という意味であり、現在、企業の

なかで広く使われている概念である。アメリカ合衆国では女性ばかりでなく、少数派民族、

黒人、バイセクシャル、ゲイ、レズビアン、トランスジェンダー、障害者といったマイノリ

ティの人々の個性をすべて尊重することにより、それぞれの個性を大切にし多様性として認

めていくことを示す言葉である。日本では主に、女性の労働活用を示す言葉として使われる

傾向がある。

（６）CSR（Corporation Social Responsibility）の略であり、日本語では企業の社会的責任という

意味がある。企業の社会的責任のなかには、女性の雇用環境の改善や環境問題への取り組み、
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ステークホルダーとの関わりといった幅広い問題が含まれている。

（７）「２００５年 CSR「力」総合ランキング」『日経ビジネス』２００５年８月２２日号４２～４８頁参照

（８）「アファーマティブ・アクション（ポジティブ・アクション）」はその後、アメリカ合衆国だ

けでなく、カナダ、オーストラリア、ドイツ、スウェーデンなどの国々でも取り入れられて

いる。１９７０年代にアメリカにおいて制定された法律で、女性や少数派民族、黒人などを差別

しない環境を作るためのものである。

（９）R. M. Kanter,“Men and Women of the Corporation” pp.260～264『企業のなかの男と女』

２８６～２９２頁

（１０）R. M. Kanter, Ibid. pp．４７～４９，邦訳前掲書、４１～４３頁。

（１１）R. M. Kanter, Ibid. p．６８，邦訳前掲書、７５頁。

（１２）R. M. Kanter, Ibid. p．４９，邦訳前掲書、４４頁。

（１３）R. M. Kanter, Ibid. pp．１４０～１４３，邦訳前掲書、９５頁。

（１４）R. M. Kanter, Ibid. p．１６３，邦訳前経書、１３７～１３８頁 q

（１５）R. M. Kanter, Ibid. p．１６６，邦訳前経書、１４２頁。

（１６）R. M. Kanter, Ibid. p．２０５，邦訳前掲書、２１０頁。

（１７）R. M. Kanter, Ibid. pp．２０７～２０９，邦訳前掲書、２１２～２１５頁。

（１８）R. M. Kanter, Ibid. pp．２６５～２６６，邦訳前掲書、２９３頁。

（１９）R. M. Kanter, Ibid. p．２７５，邦訳前掲書、３０１頁。

（２０）R. M. Kanter, Ibid. p．２７８，邦訳前掲書、３０５頁。

（２１）R. M. Kanter, Ibid. p．２３７～２３８，邦訳前掲書、２５８～２５９頁。

（２２）「Diversity as Strategy」，『Harvard Business Review』，p.106, September2004，「ガスナー

改革：多様性の戦略」、『Diamondハーバード・ビジネス・レビュー』、５４頁、２００５年３月号

より参照。

（２３）２００５年７月１日現在、日本 IBMの女性の役員は２名である。

日本 IBM社「日本 IBMについて：会社概要－役員一覧－」より参照。

http : //www−6.ibm.com/jp/ibm/yakuin.html

（２４）日本 IBM社「多様性への対応」より参照。

http : //www-6.ibm.com/jp/company/environment/pdf/2002/2002p22.pdf

（２５）P&G社「ニュースリリース２００５年５月１８日」より参照。

http : //jp.pg.com/news/2005_01/200505/20050518p01.htm

（２６）資生堂「資生堂 CSRレポート２００５」より参照。

http : //www.shiseido.co.jp/csrreport/

ワーク・ライフ・バランスとはやりがいのある仕事と個人の充実した生活を調和させ、この

良好なバランスが人の大きなエネルギーの基となるという考え方のことである。

（２７）同上レポートより参照

４つの課題とはすなわち、①真のグローバル企業として社員の多様性を活かす社内風土の醸

成、②若手および女性の経営参加を視野に入れたリーダーの育成・登用、③生産性の高い働

き方をめざした社員の働き方の見直し、④優秀な人材を確保するための仕事と出産・育児の

両立支援である。

（２８）同上レポートより参照。

ジョブ・チャレンジ制度とは部門・事業所からの要請により、業務内容を提示したうえで希

望者を募る制度である。また、FA制度とは自らの意思で移動したい部門・事業所を指名し、

責任者の判断で適任と認めた場合には移動できる仕組みのことである。
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（２９）同上レポートより参照。

（３０）「経営戦略としてのダイバーシティ・マネジメント」『知的資産創造』７３頁、２００５年９月号参

照。

（３１）日産自動車「サステナビリティレポート２００５」より参照。

http : //www.nissan−global.com/JP/COMPANY/CSR/SUSTAINABILITY2005/index.html

例えば北米日産自動車（米国）では女性管理職の割合は２０％、日産の欧州事業全体でも５．６％

であり、日本の女性管理者の割合の低さが際立っているのが現状である。また、２００４年現在、

日産における全社員数に占める女性の割合は５．８％とかなり低い。

（３２）同上レポートより参照。

（３３）松下電器「松下グループ社会・環境報告２００５」より参照。

http : //www.panasonic.co.jp/csr/rpt2005/
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